
死
亡
一
時
金
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険

者
と
し
て
保
険
料
を
納
め
た
月

数（
4
分
の
3
納
付
月
数
は
4
分
の

3
月
、
半
額
納
付
月
数
は
2
分

の
1
月
、4
分
の
1
納
付
月
数
は

4
分
の
1
月
と
し
て
計
算
）
が

36
か
月
以
上
あ
る
方
が
老
齢
基

礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
の
い

ず
れ
も
受
け
ず
に
死
亡
し
た
と

き
に
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
遺
族
の
範
囲

　

死
亡
し
た
方
と
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
た
人
が
請
求
で
き
ま

す
。
請
求
で
き
る
遺
族
の
範
囲
、

お
よ
び
順
位
は
以
下
の
と
お
り

で
す
。

①
配
偶
者 

②
子 

③
父
母

④
孫 

⑤
祖
父
母 

⑥
兄
弟
姉
妹

●
受
給
額

　

死
亡
一
時
金
の
受
給
額
は
死
亡

し
た
方
が
第
１
号
被
保
険
者
と

し
て
保
険
料
を
納
め
た
月
数
に
応

じ
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

寡
婦
年
金
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

と
し
て
保
険
料
を
納
め
た
期
間

（
免
除
期
間
を
含
む
）が
25
年
以
上

あ
る
夫
が
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害

基
礎
年
金
の
い
ず
れ
も
受
け
ず
に

死
亡
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
遺
族
の
範
囲

　

夫
の
死
亡
当
時
、
夫
と
生
計

を
同
じ
く
し
、
か
つ
10
年
以
上

婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
妻
が
、
60

歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間

支
給
さ
れ
ま
す
。

●
受
給
額

　

夫
の
第
１
号
被
保
険
者
期
間

の
み
で
計
算
し
た
老
齢
基
礎
年

金
額
の
４
分
の
３

※
妻
が
死
亡
一
時
金
を
受
け
ら

れ
る
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
し
ま
す
。

※
妻
が
繰
り
上
げ
支
給
の
老
齢

基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

請
求
手
続
き
に

必
要
な
も
の

　

死
亡
一
時
金
・
寡
婦
年
金
と

も
に
必
要
な
も
の

・
死
亡
し
た
方
の
住
民
票
の
除
票

（
続
柄
、本
籍
の
表
示
の
あ
る
も
の
）

・
請
求
す
る
方
と
死
亡
し
た
方

の
関
係
が
分
か
る
戸
籍
謄
本

・
請
求
す
る
方
の
家
族
全
員
の

住
民
票
（
続
柄
、
本
籍
の
表
示

の
あ
る
も
の
）

・
請
求
す
る
方
の
印
鑑（
認
印
）

・
請
求
す
る
方
名
義
の
預
金
通
帳

・
生
計
同
一
証
明
書（
同
居
し
て

い
な
い
、ま
た
は
同
一
住
所
で
あ
っ

て
も
別
世
帯
で
あ
る
場
合
）

寡
婦
年
金
の
み
に
必
要
な
も
の

・
請
求
す
る
方
の
所
得
証
明
書

　

請
求
先
は
、
市
民
課
（
国
分

寺
庁
舎
）
に
な
り
ま
す
。

　

９
月
下
旬
に
、
新
し
い
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
世
帯

主
の
方
に
送
付
し
ま
し
た
。

　

70
歳
以
上
74
歳
以
下
の
方
の

高
齢
受
給
者
証
は
７
月
末
に
新

し
い
受
給
者
証
を
発
送
し
て
い

ま
す
。

　

下
野
市
の
公
印
が
朱
印
か
ら

電
子
公
印
（
黒
い
印
影
）
に
変

更
と
な
り
ま
し
た
。

臓
器
提
供
意
思
表
示

　

平
成
22
年
10
月
よ
り
臓
器
移

植
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
被
保
険
者
証
の
様
式

裏
面
へ
臓
器
提
供
に
関
す
る
意

思
表
示
欄
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思
の

記
入
は
任
意
で
す
が
、
記
入
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、「
個
人
情

報
保
護
シ
ー
ル
」
を
貼
っ
て
ご

使
用
く
だ
さ
い
。

　

保
護
シ
ー
ル
を
貼
っ
た
あ
と

に
、
内
容
を
訂
正
す
る
場
合
は
、

シ
ー
ル
を
は
が
し
て
、
二
重
線

を
引
く
な
ど
で
訂
正
し
て
く
だ

さ
い
。
新
し
い
保
護
シ
ー
ル
は

各
庁
舎
市
民
課
窓
口
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
☎（
40
）5
5
5
6

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）を

発
送
し
ま
し
た

　　保険料納付月数
36か月以上180か月未満
180か月以上240か月未満
240か月以上300か月未満
300か月以上360か月未満
360か月以上420か月未満
420か月以上

　 金 額
12万円
14万5,000円
17万円
22万円
27万円
32万円

国民年金
だより

■問い合わせ先
市民課　☎40-5556
栃木年金事務所
☎0282-22-6074、4134

●死亡一時金受給額

見
本

※
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数
が
36
か
月

以
上
あ
る
場
合
は
、
８,
５
０
０
円
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

※
遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る

と
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
死
亡
一
時
金
を
請
求
で
き
る
期
間
は
、

死
亡
日
の
翌
日
か
ら
2
年
間
で
す
。
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思いやりと交流で創る   新生文化都市
SHIMOTSUKE-CITY

国民健康保険被保険者証／国民年金だより


